
南部町・南部川村合併協議会の調整内容 
総務部会 

 

協 議 項 目 

 

一般職の職員の身分の取扱い 

 

関 係 項 目 

 

 

 

調 整 の 方 針 

（案）現に南部町、南部川村の一般職の職員である者は、すべて新町の職員として引き継ぐものとする。 

  具体的な調整内容 

  ①職員数については、新町において定員適正化計画を策定し、適正化に努めるものとする。 

項    目  南 部 町 南 部 川 村 備     考 

 
条 例 定 数 実 配 置 人 員 差 引 条 例 定 数 実 配 置 人 員 差 引 

町 村 長 部 局 
 

７５ ６８ △７ ７８

 

７８ 

 

０ 

議 会 
 

３ ３ ０ ２

 

２ 

 

０ 

選 挙 管 理 

委 員 会 

 

１ 兼務 △１ 兼務

 

兼務 

 

監 査 委 員 会 
 

１ 兼務 △１ 兼務

 

兼務 

 

教 育 委 員 会 
（学校以外の教

育関係職員） 

 

２０ １６ △４ １４

 

１２ 

 

△２ 

教 育 委 員 会 
（学校職員） 

 

３ ０ △３ ６

 

２ 

 

△４ 

農 業 委 員 会 
 

１ 兼務 △１ １

 

１ 

 

０ 

公 営 企 業 

( 水 道 事 業) 

 

６ 

  

４ △２

合 計 
 

１１０ ９１ △１９ １０１

 

９５ 

 

△６ 

職員の定数 

  

実配置人員数は平成１４年 ４月 １日現在 

 

 

 



南部町・南部川村合併協議会の調整内容 
総務部会 

 

協 議 項 目 

 

一般職の職員の身分の取扱い 

 

関 係 項 目 

 

 

 

調 整 の 方 針 

    

   ②職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から合併時に調整し、統一を図る。 

   ③職階については、合併時に職名と共に級分類を調整し統一を図る。 

④職員の給与については、適正化の観点から統一を図る。現職員については、現給を保障し、合併後速やかに給料の格差是正を行う。 

項 目 南 部 町 南 部 川 村 備     考 

職名・職階 
行政職給料表の適用を受ける者の級別区分の基準 

級別 職       務 

１級  初級職員の職務

２級  中級職員の職務

３級  上級職員の職務

４級  係長、主任、主査又は、これに相当する職務

５級 
課長補佐、館長、総括係長又は、これに相当する職

務 

６級  ７級以外の課長、企画員、主幹の職務

７級  参事、町長の定める課長の職務

８級  参事

                        

行政職給料表の適用を受ける者の級別区分の基準 

級別  職             務 

１級 

１ 主事補、技手補、保育士、調理員、用務

員の職務 

２ 定型的な業務を行う職務 

２級 

１ 主事、技手、保健婦、保育士の職務 

２ 相当な経験を有する技能労務職員及び

用務員の職務 

３級 

１ 主査、技手、保育士の職務 

２ 相当な経験を有する技能労務職員及び

用務員の職務 

４級 
１ 班長、主任、保育士、主任保健婦、主任

技師の職務 

５級 
１ 課長補佐、室長補佐、企画員、副所長、

主任保育士の職務 

６級 
１ 主幹、の職務 

２ ５級にある職務のうち村長の定める職務

７級 

１ 課長、室長、局長、次長、所長、館長の

職務 

２ ６級にある職務のうち村長の定める職務

８級  １ 参事、総括課長の職務
 

 

 


